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第 1 目的  

このガイドラインは、市が実施するプロポーザル方式の手続

きに関する基本的な事項を定め ることで、プロポーザル方式の

透明性・公正性を確保すること を目的とするものです。  

プロポーザル方 式を実施しようとする課等（以下「所管課」

という。）においては、このガイドラインを参考に、適切なプロ

ポーザル方式の実施に努めるものとします。  

 

第２  定義  

このガイドラインにおいて、プロポーザル方式とは 、市が発

注する売買、貸借、請負その他の契約に係る業務（以下「業務」

という。）のうち、性質又は目的が価格のみによる競争に適さな

いと認める場合において、事業者から当該業務に関する提案を

求め、専門性、技術力、企画力等を総合的に判断し、最も優れ

た提案を行った者（以下「優先交渉権者」という。）を選定する

方式をいいます。  

 

第３  予算の担保  

  プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ り 選 定 さ れ た 優 先 交 渉 権 者 と の 契 約

にあたっては 、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号 。

以下「令」という。）第１６７条の２第１項第２号 又は地方公営

企業法施行令（昭和２２年政令第４０３号。以下「企業法施行

令」という。）第２１条の１３第１項第２号の規定により、随意

契約として契約手続きを行うこととなるため、プロポーザル方

式を実施する場合には、当該業務に関する予算が担保されてい

る必要があります。  

 

第４  プロポーザルの形式  

  市が実施するプロポーザル方式は、以下のいずれかの形式に

より実施するものとします。  

⑴  公募型プロポーザル方式  

公募により広くプロポーザル方式への参加を募集し、当該
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募集に応じて申し込みのあった者の中から、参加資格要件を

満たす者により実施するプロポーザル方式  

⑵  指名型プロポーザル方式  

プロポ ーザ ル方 式 への参 加資 格要 件 を満た す者 の中 か ら、

あ ら か じ め 参 加 さ せ る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 者 を 指 名 し

て実施するプロポーザル方式  

 

第５  実施の原則  

プロポーザル方式の透明性・公正性を確保する観点から、プ

ロポーザル方式の形式は、原則として、「公募型プロポーザル方

式」により実施するものとします。  

ただし、業務の性質又は目的に応じ、参加資格要件を満たす

者が限られることが明らかである場合等は、当該参加資格要件

を満たす者を対象とした「指名型プロポーザル方式」により実

施することができるものとします。  

 

第６  対象となる業務  

プロポーザル方式の対象となる業務は、価格のみによる競争

によらず、事業者が持つノウハウ（専門性、技術力、企画力等）

を活かすことで、履行内容又は履行方法等に差異が現れ、市が

詳 細 な 仕 様 を 定 め る よ り も 優 れ た 成 果 が 期 待 で き る 業 務 と し

ます。  

 

《想定される対象業務の例》  

 ⑴  多くの市民の参加が期待される催事、公演、イベント企画

等の業務  

 ⑵  事 業 者 に よ っ て 異 な る 仕 様 で 構 築 さ れ る 情 報 シ ス テ ム 開

発等の業務  

 ⑶  市のシンボル（象徴）となることが期待される公共施設の

設計等の業務  

 ⑷  高度かつ専門的な視点を踏まえ、調査分析等が要求される

行政計画の調査・立案等の業務  
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 ⑸  その他、プロポーザル方式により実施する ことが最適であ

ると認められる業務  

 

第７  実施要領等の策定  

 所管課は、プロポーザル方式を実施する業務ごとに、当該業務

に関する仕様書のほか、業務の性質又は目的に応じ、実施要領等

を策定するものとします。  

 

１．実施要領  

所管課は、以下の事項を参考に、プロポーザル方式の手続き

等に関する「実施要領」を策定するものとします。  

 

《実施要領において定める事項 の例》  

 ⑴  業務概要  

   件名、業務の目的、業務内容、履行場所、履行期間等  

 ⑵  業務に要する費用  

   提案上限額  

 ⑶  参加資格要件（公募型プロポーザル方式の場合）  

   必要な参加資格要件  

 ⑷  日程  

   全体スケジュール  

 ⑸  質問の受付及び回答  

   提出書類、提出期間（期限）、提出方法、提出先  

 ⑹  参加申込書等の受付  

   提出書類、必要部数、提出期間（期限）、提出方法、提出先、

提出書類の記載方法等  

 ⑺  参加資格要件の審査及び結果の通知（公募型プロポーザル

方式の場合）  

   審査の方法、審査結果の通知方法等  

 ⑻  企画提案書等の提出  

   提出書類、必要部数、提出期間（期限）、提出方法、提出先、

提出書類の記載方法等  
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 ⑼  企画提案の審査  

   審査及び評価方法（プレゼンテーション・ヒアリング（以

下「プレゼンテーション等」という。）の実施の有無を含む。）、

審査結果の通知方法、留意事項等  

 ⑽  審査結果の通知及び公表  

   審査結果の通知の時期及び公表する内容  

 ⑾  協議・契約  

   契約に向けた協議等  

⑿  失格事項  

   失格となる事項  

 ⒀  その他  

   その他留意事項  

 ⒁  担当部署（プロポーザル選定委員会事務局）  

   担当部署名、連絡先等  

 ⒂  様式等  

   各種様式等  

 

２．評価基準  

  所管課は、以下の事項を参考に、プロポーザル方式における

企画提案書等の審査及び評価（以下「審査等」という。）を行う

【プレゼンテーション等の実施について】  

 プレゼンテーション等については、原則として実施するもの

としますが、業務の性質又は目的に応じ、企画提案書等（書面

等）のみにより、専門性、技術力、企画力等を総合的に判断し、

優先交渉権者を選定することが可能な場合には、プレゼンテー

ション等を実施しないことも想定されます。  

 なお、プレゼンテーション等を実施する場合には、実施要領

において、以下の事項等を定めるものとします。  

 ⑴  説明内容の制限  

 ⑵  プレゼンテーション等の時間配分  

 ⑶  出席者の数、説明者の指定  

 ⑷  プレゼンテーション等に必要となる備品等の確保  
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ための「評価基準」を策定するものとします。  

 

《評価基準において定める評価項目の例》  

⑴  事業者に関する評価項目  

受注実績、実施体制等  

⑵  企画提案に関する評価項目  

業務工程、業務の理解度、企画提案内容の実現性 等  

⑶  プレゼンテーション等に関する評価項目（プレゼンテーシ

ョン等を実施する場合）  

取組み姿勢・意欲、説明の分かりやすさ、質疑に対する回

答の的確性等  

⑷  見積価格に関する評価項目  

業務に対するコストの効率性  

⑸  その他必要な評価項目  

 

《評価項目における留意事項》  

 ⑴  評価の視点の明確化  

   企 画 提 案 に 関 す る 評 価 項 目 や プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 等 に 関

する評価項目については、選定委員会の委員の評価に偏りや

誤解が生じないよう、どういった視点から 評価する必要があ

るのか、可能な限り具体的な表現を用いる等、評価の視点を

明確にする必要があります。  

【その他必要な評価項目の例】  

 ・加点対象となる提案  

 ・情報システム開発等の業務の場合（評価項目の設定にあた

っては、必要に応じ、システム 担当課と協議するものとし

ます。）  

⑴  システムに関する機能要件  

⑵  セキュリティ対策  

⑶  システムの操作性  

⑷  サポート体制  

・ランニングコスト  
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 ⑵  配点  

   評価項目ごとの配点については、業務の性質又は目的に応

じ、優れた成果を得るために必要と認められる評価項目に配

点の比重を置くなどし、事業者が持つノウハウや提案を的確

に評価に反映させるものとします。  

 

《評価基準の例》  

：  

※実施要領には、評価項目、評価の視点及び配点を記載するもの

とします。  

 

評 価 項 目  評 価 の 視 点  配 点  評 価 の 基 準 （ 非 公 開 ）  

受 注 実 績  

【 統 一 評 価 】  

受 注 実 績 の 件 数  

○ 点  

○ 点  ○ 件 以 上  

○ 点  ○ 件 以 上 ○ 件 未 満  

○ 点  ○ 件 以 上 ○ 件 未 満  

○ 点  ○ 件 未 満  

事 業 の 進 め 方  

【 個 別 評 価 】  

参 加 者 の 募 集 方 法

や 開 催 日 時 、 会 場

等 に 、 広 く 市 民 の

参 加 が 促 さ れ る よ

う な 仕 組 み や 工 夫

が さ れ て い る か 。  

○ 点  

○ 点  
独 創 性 が あ り 、 新 た な 視 点

か ら の 工 夫 も 見 ら れ る 。  

○ 点  十 分 な 工 夫 が 見 ら れ る 。  

○ 点  
工 夫 が 見 ら れ ず 、 一 般 的 な

提 案 で あ る 。  

○ 点  
内 容 が 不 適 切 で あ り 、 全 体

像 が 不 明 で あ る 。  

・ ・ ・ ・  

【 ○ ○ 評 価 】  

・ ・ ・ ・  

○ 点  

○ 点  ・ ・ ・ ・  

○ 点  ・ ・ ・ ・  

○ 点  ・ ・ ・ ・  

見 積 価 格  

【 統 一 評 価 】  

業 務 に 対 す る コ ス

ト の 効 率 性 が 図 ら

れ て い る か 。  ○ 点  

○ 点  ・ ・ ・ ・  

○ 点  ・ ・ ・ ・  

○ 点  ・ ・ ・ ・  

○ 点  ・ ・ ・ ・  

○ 点  ・ ・ ・ ・  
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３．選定委員会設置要綱  

所管課は、以下の事項を参考に、優先交渉権者の選定 を行う

「選定委員会設置要綱」を策定するものとします 。  

 

《選定委員会設置要綱において定める事項の例》  

⑴  趣旨  

  選定委員会の設置趣旨  

 ⑵  所掌事務  

   選定委員会の所掌事務  

 ⑶  組織・委員  

   委員の数、委員構成、委員の任期等  

 ⑷  委員長及び副委員長  

   委員長の選任等  

 ⑸  会議  

   会議の招集等  

 ⑹  中立性の保持  

 ⑺  守秘義務（龍ケ崎市プロポーザル選定委員会条例の適用を

受ける場合）  

 ⑻  庶務  

   庶務所管課  

 ⑼  委任  

   その他必要な事項  

 ⑽  付則  

   施行期日等  

 

《龍ケ崎市プロポーザル選定委員会条例》  

所管課は、業務の性質又は目的に応じ、市の職員による実務的

な視点だけでなく、専門的な視点からも審査等を行う必要がある

プロポーザル方式を実施する場合には、市の職員だけでなく、学

識経験者やその他市の職員以外の者（以下「学識経験者等」とい

う。）を選定委員会の委員に加えるものとします。  

この場合、学識経験者等が加わる選定委員会は、「龍ケ崎市プ
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ロポーザル選定委員会条例」（令和５年龍ケ崎市条例第４２号。

以下「条例」という。）が適用され、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１３８条の４第３項の規定に より、市の「附属機関」

となるとともに、委員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第３条第３項第２号の規定 により、市の「非常勤特別職 」

となります。  

学識経験者等を選定委員会の委員に加えることは、プロポーザ

ル方式の透明性・公平性をより高める効果 が期待できるため、所

管課においては、業務の性質又は目的に応じ、学識経験者等の積

極的な登用に努めるものとします。  

 

【龍ケ崎市プロポーザル選定委員会条例に関するＱ＆Ａ】  

Ｑ．どういった業務について学識経験者等を加えるべきか。  

Ａ．市の職員のみによる実務的な視点だけでなく、学識経験者

等 が 有 す る 高 い 知 見 や 専 門 的 な 視 点 か ら も 審 査 等 を 行 う こ

とで、より優れた成果を得ることが 期待できる業務が想定さ

れますが、個別具体には、業務の性質又は目的に応じ、所管

課において判断する必要があります。  

 

Ｑ．学識経験者とはどういった者を想定しているのか。  

Ａ．大学の教員（教授・助教授等）や、弁護士・税理士 ・建築

士等が想定されます。  

 

Ｑ．市民団体の代表者等、学識経験者以外の外部の者を委員と

することは可能か。  

Ａ．可能です。この場合、条例第５条第 1 項第３号に該当する

「市長が必要と認める者」となります。  

 

Ｑ．市の職員のみで組織される選定委員会は条例の適用を受け

るのか。  

Ａ．市の職員のみで組織される選定委員会は市の内部的な組織

であるため、条例の適用を受けません。  
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第８  プロポーザル方式の実施手順  

  所管課は、第７に規定する実施要領等を策定したのち 、提案

なお、この条例における市の職員とは、副市長、教育長、

常勤職員（正職員・任期付職員・再任 用職員）、市立小中学校

の教諭等を想定しています。  

 

Ｑ．オブザーバーとして選定委員会に加わる市の職員以外の者

は、当該選定委員会の委員に含まれるのか。  

Ａ．オブザーバーは、当該選定委員会における意思決定（優先

交渉権者の選定等）に直接関与する者ではないことから、委

員には含まれません。  

 

Ｑ．条例の適用を受ける選定委員会（附属機関）において必要

となる事務手続きはどういったものがあるのか。  

Ａ．条例の適用を受ける選定委員会 は、以下の事務手続きを要

することとなります。  

⑴  龍ケ崎市附属機関の会議の公開に関する条例（平成１４

年龍ケ崎市条例第４号）及びその他 市の附属機関に関する

各種規定に基づく庁内関係部署への報告又は協議等  

⑵  龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例（昭和３１年龍ケ崎市条例第１１０号）に

基づく報酬及び費用弁償の支払い  

 

Ｑ．条例の適用を受ける選定委員会の庶務は、誰が行うのか。  

Ａ．条例の適用を受ける選定委員会の庶務（委員の委嘱・任命

手続き、当該委員に対する報酬及び費用弁償に係る 予算措置

等）は、所管課において対応する必要があります。  

 

Ｑ．その他留意すべき事項はあるか。  

Ａ．条例第９条の規定により、選定委員会の委員（その職を退

いた後も同様）は、守秘義務が課されることとなります。  
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上限額（税込）に応じ、規程別表第３に規定する指名見積業者

の決定に係る決裁権者の決裁を受け、プロポーザル方式を実施

するものとします。  

 

１．選定委員会による共有等  

  選定委員会を開催し、以下の事項について会議を行うものと

します。  

 ⑴  業務の内容等の共有  

   当該プロポーザル方式における業務の 目的や内容、選定委

員会の所掌事務、全体スケジュール、その他プロポーザル方

式の実施に関し必要となる事項 を共有します。  

なお、条例の適用を受ける選定委員会については、委員の

委嘱又は任命を行うものとします。  

⑵  評価基準の確認と評価の目線合わせ  

【龍ケ崎市契約審査会の承認】   

所管課は、規程別表第３に規定する指名見積業者の決定に係

る 決 裁 権 者 が 市 長 と な る プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 を 実 施 し よ う と す

るときは、実施要領、評価基準、選定委員会設置要綱及びその

他必要な事項について、規程第４条に規定する龍ケ崎市契約 審

査会（以下「契約審査会」という。）に諮り、 承認を得たのち、

実施に係る決裁を行い、当該プロポーザル方式を実施するもの

とします。  

【参考】規程別表第３  指名見積業者の決定の決裁権者が市

長となる業務等  

⑴  工事  ３，０００万円以上  

⑵  測量及び建設コンサルタント業務等委託  １，０００

万円以上  

⑶  物品の購入及び賃借  ５００万円以上  

⑷  測 量 及 び 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務 等 を 除 く 業 務 委 託  

１，０００万円以上  

⑸  前各項に掲げるもの以外  ５００万円以上  
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  評価基準の確認を行うとともに、評価に当たってどういっ

た視点から評価を行う必要があるのか、評価の目線合わせを

行うものとします。  

 

《留意事項》  

選定委員会において、評価基準に疑義等が生じた場合には、評

価基準の修正を行うものとします。  

なお、契約審査会において承認したプロポーザル方式の場合に

は、修正内容について契約担当課に報告するとともに、修正され

た評価基準について、契約審査会に報告するものとします。  

 

２．実施要領等の公表等  

 ⑴  公募型プロポーザル方式の場合  

プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 の 手 続 き を 開 始 す る 旨 を 龍 ケ 崎 市 公 告

式条例（昭和２９年条例第７号）に規定する掲示場に おいて

公告するとともに、実施要領、評価基準、仕様書及びその他

必 要 な 事 項 を 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 公 表 す る も の と

します。  

 ⑵  指名型プロポーザル方式 の場合  

実施要領、評価基準、仕様書及びその他必要な事項 を指名

型プロポーザル方式参加指名通知書（参考様式１ 。以下「通

知書」という。）に添付して指名業者に通知します。  

 

３．質問の受付及び回答  

⑴  質問の受付期間は、原則として、公募開始の日又は通知書

に よ る 通 知 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ５ 日 以 上 （ 閉 庁 日 を 除

く。）確保するものとします。  

⑵  質問の回答は、原則として、質問の受付期間の末日の翌日

から起算して３日以内（閉庁日を除く。）に、市公式ホームペ

ージにおいて公表するものとします。  
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４．参加申込書等の受付  

 ⑴  公募型プロポーザル方式の場合  

   当該プロポーザル方式への参加を希望する者から、公募型

プロポーザル方式参加申込書（参考様式２。以下「参加申込

書」という。）により参加申込の受付を行うものとし、提出期

間については、原則として、公募開始の日 の翌日から起算し

て１５日以上（閉庁日を除く。）確保するものとします。  

 ⑵  指名型プロポーザル方式の場合  

   指名業者から、指名型プロポーザル方式参加承諾（辞退）

書（参考様式３。以下「参加承諾書」という。）により参加の

承諾又は辞退の意思確認を行うものとし、提出期間について

は、通知書の通知日の翌日から起算して１５日以上（閉庁日

を除く。）確保するものとします。  

 ⑶  ⑴及び⑵の提出期間については、業務の性質又は目的に応

じ、１０日以上（閉庁日を除く。）とすることができるものと

します。  

 

５．参加資格要件の審査及び審査結果の通知 等（公募型プロポー

ザル方式の場合）  

参加申込書を提出した者（以下「参加申込者」という。）の参

加資格要件の審査を行い、参加資格要件の有無を決定し、公募

型プロポーザル方式参加申込書審査結果通知書（参考様式４。

以下「参加申込書審査結果通知書」という。）により通知するも

のとします。  

なお、審査の結果、参加資格要件を有しないと決定した参加

申込者に対しては、その理由を参加申込書審査結果通知書に記

載するものとします。  

 

《１次審査の実施について》  

 参加申込者が多数となることが想定される場合には、参加資格

要件を満たす者に対し、評価基準に基づき、受注実績・実施体制

等、客観的に評価が可能な評価項目について 審査（１次審査）を
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実施し、企画提案書等を提出させる者を選定することも想定され

ます。  

 なお、１次審査を実施する場合には、１次審査の実施について、

実施要領に明記する必要があります。  

 

６．企画提案書等の提出  

 ⑴  公募型プロポーザル方式の場合  

   参加資格要件を有すると決定 された者から、公募型（指名

型）プロポーザル方式企画提案書等提出届（参考様式５。以

下「企画提案書提出届」という。）により企画提案書等を提出

させるものとし、提出期間については、原則として、参加申

込 書 審 査 結 果 通 知 書 の 通 知 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ ０ 日 以

上（閉庁日を除く。）確保するものとします。  

 ⑵  指名型プロポーザル方式の場合  

   参加を承諾した者から、企画提案書提出届により企画提案

書等を提出させるものとし、提出期間については、原則とし

て、参加承諾書の提出期限日の翌日から起算して１０ 日以上

（閉庁日を除く。）確保するものとします。  

 

７．企画提案の審査  

  評価基準に基づき、選定委員会において企画提案書等を提出

した者（以下「提案者」という。）の 企画提案内容について、審

査等を行い、優先交渉権者 を選定するとともに、原則として、

次点の優先交渉権者（以下「次点者」という。）についても選定

するものとします。  

なお、審査等の結果の集計に日数を要する場合には、優先交

渉権者及び次点者の選定について、改めて選定委員会を開催す

ることも想定されます。  

 

８．契約審査会における優先交渉権者の特定  

当該プロポーザル方式の実施に関し、契約審査会 の承認を得

ていた場合には、選定委員会における優先交渉権者 及び次点者
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の選定ののち、当該プロポーザル方式の実施結果（実施の過程・

評価の結果・優先交渉権者及び次点者の商号・その他必要な事

項）について、契約審査会に諮り、優先交渉権者及び次点者と

して特定する（承認を得る）ものとします 。  

 

９．審査結果の通知  

優先交渉権者及び次点者の選定ののち（契約審査会の 承認を

要する場合には承認ののち）、提案者に対し、当該プロポーザル

方式の審査結果を公募型（指名型）プロポーザル方式審査結果

通知書（参考様式６。以下「審査結果通知書」という。）により

通知するものとします。  

なお、優先交渉権者及び次点者として選定（特定）されなか

った提案者に対しては、その理由を審査結果通知書に記載する

ものとします。  

 

10．審査結果の公表  

  審査結果の通知後、速やかに以下の事項について、市公式ホ

ームページにおいて公表するものとします。  

 ⑴  件名  

 ⑵  優先交渉権者及び次点者の商号  

 ⑶  その他必要な事項  

 

第９  契約の締結  

  優先交渉権者として選定（特定）された者と契約を締結しよ

うとする場合には、優先交渉権者の提案内容を踏まえ、改めて

業務の仕様等について協議を行ったのち、令第１６７条の２第

１ 項 第 ２ 号 又 は 企 業 法 施 行 令 第 ２ １ 条 の １ ３ 第 １ 項 第 ２ 号 の

規定により、 随意契約として契約手続きを行うものとします 。 

なお、優先交渉権者との協議及び契約手続きが調わない場合

には、次点者と協議及び契約手続きを行うことができるものと

します。  
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付則（令和６年３月１８日）  

このガイドラインは、令和６年４月１日から施行する。  

付則（令和７年４月４日）  

このガイドラインは、令和７年４月７日から施行する。  
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参考 様 式 １  

龍  〇  第   号  

年   月   日  

 

       様  

 

龍ケ 崎 市 長      印  

 

指名型プロポーザル方式参加指名通知書  

 

龍 ケ 崎 市 〇 〇 業 務 委 託 に 係 る 指 名 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 の 実 施 に あ た り 、参

加 者 と し て 指 名 し ま す の で 、 参 加 の 意 思 に つ い て 回 答 い た だ く と と も に 、参

加 を 承 諾 さ れ る 場 合 に は 、 企 画 提 案 書 等 を 提 出 い た だ き ま す よ う 、 お 願 い い

たし ま す 。  

 

記  

 

１． 件   名  龍 ケ 崎市 〇 〇 業務 委 託  

２． 参 加 承諾 書 の 提 出  

 ⑴ 提 出 期限   年  月  日 ○○ 時 （ 必 着）  

 ⑵ 提 出 場所  〒 301-8611 茨城 県 龍 ケ 崎市 3710 番 地  

龍ケ 崎 市 ○○ 部 ○ ○ 課 ○ ○ グ ルー プ  

 ⑶ 提 出 方法  実 施 要領 の と おり  

 ⑷ 提 出 書類  実 施 要領 の と おり  

３． 企 画 提案 書 等 の 提出  

 ⑴ 提 出 期限   年  月  日 ○○ 時 （ 必 着）  

 ⑵ 提 出 場所  〒 301-8611 茨城 県 龍 ケ 崎市 3710 番 地  

龍ケ 崎 市 ○○ 部 ○ ○ 課 ○ ○ グ ルー プ  

 ⑶ 提 出 方法  実 施 要領 の と おり  

 ⑷ 提 出 書類  実 施 要領 の と おり  

４． プ レ ゼン テ ー シ ョン ・ ヒ アリ ン グ の 実施  ※ 実 施 す る 場 合  

 ⑴ 実 施 日時   年  月  日  

 ⑵ 実 施 場所  茨 城 県 龍 ケ 崎市 3710 番 地  龍 ケ 崎市 役 所 ○ 階○ 室  

 ⑶ 実 施 内容  実 施 要領 の と おり  

 ※ プ レ ゼン テ ー シ ョン ・ ヒ アリ ン グ の 詳細 は 、 提案 者 に 別 途通 知 す る。  
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（問 合 せ 先）  

茨城 県 龍 ケ崎 市 3710 番 地  

龍ケ 崎 市 〇〇 部 〇 〇 課 ○ ○ グ ルー プ  担 当： 〇 〇  

TEL 0297-64-1111(内線 〇 〇 〇 ) 

FAX 0297-〇 〇 -〇 〇〇 〇  

E-mail 〇〇 〇 〇 @city.ryugasaki.lg.jp  

 

※ 参 考 様 式 のた め 、 必 要 に 応 じ 、適 宜 修正 し 、 使 用 して く ださ い 。  

mailto:〇〇〇〇@city.ryugasaki.lg.jp
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参考 様 式 ２  

年   月   日  

 

龍ケ 崎 市 長  様  

 

     所 在 地             

商 号             

代 表 者 職 氏 名           印  

 

公募型プロポーザル方式参加申込書  

 

 龍 ケ 崎 市 〇 〇 業 務 委 託 に 係 る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 参 加 し た い た め、

下 記 の と お り 提 出 書 類 を 添 え 、 申 込 み ま す 。 な お 、 実 施 要 領 に 定 め る す べて

の 参 加 資 格 要 件 を 満 た し て い る こ と 及 び 提 出 書 類 の 記 載 事 項 は 事 実 と 相 違 な

いこ と を 誓約 い た し ます 。  

 

記  

 

１． 件   名  龍 ケ 崎市 〇 〇 業務 委 託  

２． 添 付 書類  

⑴〇 〇 〇 〇（ 様 式 第 〇号 ）  

  ⑵ 〇 〇〇 〇 （ 様 式第 〇 号 ）  

  ⑶ 〇 〇〇 〇 （ 様 式第 〇 号 ）  

⑷・ ・ ・  

⑸・ ・ ・  

：  

  ※ 実 施 要 領 に 定 め る 提 出 書 類を 記 載す る  

（担 当 ）  

 部 署 名  

氏  名  

TEL 

FAX 

E-mail 

 

※ 参 考 様 式 のた め 、 必 要 に 応 じ 、適 宜 修正 し 、 使 用 して く ださ い 。  
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参考 様 式 ３  

年   月   日  

 

龍ケ 崎 市 長  様  

 

      所 在 地             

商 号             

代 表 者 職 氏 名           印  

 

指名型プロポーザル方式参加承諾（辞退）書  

 

 年  月  日 付 龍 〇 第  号 に て指 名 の あ った 、 龍 ケ崎 市 〇 〇 業務 委 託 に係 る

指名 型 プ ロポ ー ザ ル 方式 に つ いて 、 下 記 のと お り 回答 し ま す 。  

 

記  

 

 龍 ケ 崎 市○ ○ 業 務 委託 に 係 る指 名 型 プ ロポ ー ザ ル方 式 へ の 参加 を  

 

１． 承 諾 しま す 。  

 

２． 辞 退 しま す 。  

 

※１ ． 又 は２ ． の い ずれ か を 〇で 囲 ん で くだ さ い 。  

 

 

 

 

（担 当 ）  

 部 署 名  

氏  名  

TEL 

FAX 

E-mail 

 

※ 参 考 様 式 のた め 、 必 要 に 応 じ 、適 宜 修正 し 、 使 用 して く ださ い 。  
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参考 様 式 ４（ 参 加 資 格要 件 を 有す る 場 合 ）  

龍  〇  第   号  

年   月   日  

 

       様  

 

龍ケ 崎 市 長      印  

 

公募型プロポーザル方式参加申込書審査結果通知書  

 

 龍 ケ 崎 市 〇 〇 業 務 委 託 に 係 る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に つ い て 、 下 記 の と

おり 参 加 申込 に お け る 審 査 結 果を 通 知 し ます 。  

 

記  

 

１． 件   名  龍 ケ 崎市 〇 〇 業務 委 託  

２． 審 査 結果  参 加 資 格 を 有 す る  

３． 企 画 提案 書 等 の 提出  

 ⑴ 提 出 期限   年  月  日 ○○ 時 （ 必 着）  

 ⑵ 提 出 場所  〒 301-8611 茨城 県 龍 ケ 崎市 3710 番 地  

龍ケ 崎 市 ○○ 部 ○ ○ 課 ○ ○ グ ルー プ  

 ⑶ 提 出 方法  実 施 要領 の と おり  

 ⑷ 提 出 書類  実 施 要領 の と おり  

４． プ レ ゼン テ ー シ ョン ・ ヒ アリ ン グ の 実施  ※ 実 施 す る 場 合  

 ⑴ 実 施 日時   年  月  日  

 ⑵ 実 施 場所  茨 城 県 龍 ケ 崎市 3710 番 地  龍 ケ 崎市 役 所 ○ 階○ 室  

 ⑶ 実 施 内容  実 施 要領 の と おり  

 ※ プ レ ゼン テ ー シ ョン ・ ヒ アリ ン グ の 詳細 は 、 提案 者 に 別 途通 知 す る。  

（問 合 せ 先）  

茨城 県 龍 ケ崎 市 3710 番 地  

龍ケ 崎 市 〇〇 部 〇 〇 課○ ○ グ ルー プ  担 当： 〇 〇  

TEL 0297-64-1111(内線 〇 〇 〇 ) 

FAX 0297-〇 〇 -〇 〇〇 〇  

E-mail 〇〇 〇 〇 @city.ryugasaki.lg.jp  

※ 参 考 様 式 のた め 、 必 要 に 応 じ 、適 宜 修正 し 、 使 用 して く ださ い 。  

mailto:〇〇〇〇@city.ryugasaki.lg.jp
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参考 様 式 ４（ 参 加 資 格要 件 を 有し な い 場 合）  

龍  〇  第   号  

年   月   日  

 

       様  

 

龍ケ 崎 市 長      印  

 

公募型プロポーザル方式参加申込書審査結果通知書  

 

龍 ケ 崎 市 〇 〇 業 務 委 託 に 係 る 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に つ い て 、 下 記 の と

おり 参 加 申込 に お け る審 査 結 果を 通 知 し ます 。  

 

記  

 

１． 件   名  龍 ケ 崎市 〇 〇 業務 委 託  

２． 審 査 結果  参 加 資 格 を 有 し ない  

３ ． 理   由  （ 例 ） 実 施 要 領 に 定 め る 参 加 資 格 要 件 の う ち 、 ○ ○ を 満 たさ

なか っ た ため 。  

       （ 例 ） 実 施 要 領 に 定 め る １ 次 審 査 を 実 施 し た 結 果 、 選 定 さ れ

なか っ た ため 。  

 

 

 

 

 

 

（問 合 せ 先）  

茨城 県 龍 ケ崎 市 3710 番 地  

龍ケ 崎 市 〇〇 部 〇 〇 課○ ○ グ ルー プ  担 当： 〇 〇  

TEL 0297-64-1111(内線 〇 〇 〇 ) 

FAX 0297-〇 〇 -〇 〇〇 〇  

E-mail 〇〇 〇 〇 @city.ryugasaki.lg.jp  

 

※ 参 考 様 式 のた め 、 必 要 に 応 じ 、適 宜 修正 し 、 使 用 して く ださ い 。  

mailto:〇〇〇〇@city.ryugasaki.lg.jp
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参考 様 式 ５  

年   月   日  

 

龍ケ 崎 市 長  様  

 

      所 在 地             

商 号             

代 表 者 職 氏 名           印  

 

公募型（指名型）プロポーザル方式企画提案書等提出届  

 

 龍 ケ 崎 市 〇 〇 業 務 委 託 に 係 る 公 募 型 （ 指 名 型 ） プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に 係 る企

画 提 案 書 等 を 提 出 い た し ま す 。 な お 、 提 出 書 類 の 記 載 事 項 は 事 実 と 相 違 ない

こと を 誓 約い た し ま す。  

 

記  

 

１． 件   名  龍 ケ 崎市 〇 〇 業務 委 託  

２． 添 付 書類  

⑴企 画 提 案書 （ 任 意 様式 ）  

  ⑵ 〇 〇〇 〇 （ 様 式第 〇 号 ）  

⑷〇 〇 〇 〇（ 様 式 第 〇号 ）  

⑸・ ・ ・  

⑹・ ・ ・  

：  

  ※ 実 施 要 領 に 定 め る 提 出 書 類 を 記 載 す る  

 

（担 当 ）  

 部 署 名  

氏  名  

TEL 

FAX 

E-mail 

 

※ 参 考 様 式 のた め 、 必 要 に 応 じ 、適 宜 修正 し 、 使 用 して く ださ い 。  
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参考 様 式 ６（ 優 先 交 渉権 者 ）  

龍  〇  第   号  

年   月   日  

 

       様  

 

龍ケ 崎 市 長      印  

 

公募型（指名型）プロポーザル方式企画提案審査結果通知書  

 

龍ケ 崎 市 〇〇 業 務 委 託に 係 る 公募 型（指 名型 ）プロ ポ ー ザル 方式 に つ いて 、

下記 の と おり 決 定 し まし た の で通 知 い た しま す 。  

 

記  

 

１． 審 査 結果  優 先 交 渉 権 者 と して 選 定 さ れ ま し た 。  

２． 評 価 結果  ○ ○ 点 /○ ○点 満 点  

３． そ  の  他  今 後 、貴 社 と の間 で 契 約 に向 け た 協議 及 び 手 続き を 行 いま

す。 詳 細 につ い て は 、別 途 連 絡い た し ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 合 せ 先）  

茨城 県 龍 ケ崎 市 3710 番 地  

龍ケ 崎 市 〇〇 部 〇 〇 課○ ○ グ ルー プ  担 当： 〇 〇  

TEL 0297-64-1111(内線 〇 〇 〇 ) 

FAX 0297-〇 〇 -〇 〇〇 〇  

E-mail 〇〇 〇 〇 @city.ryugasaki.lg.jp  

 

※ 参 考 様 式 のた め 、 必 要 に 応 じ 、適 宜 修正 し 、 使 用 して く ださ い 。  

mailto:〇〇〇〇@city.ryugasaki.lg.jp
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参考 様 式 ６ （ 次 点 者 ）  

龍  〇  第   号  

年   月   日  

 

       様  

 

龍ケ 崎 市 長      印  

 

公募型（指名型）プロポーザル方式企画提案審査結果通知書  

 

龍ケ 崎 市 〇〇 業 務 委 託に 係 る 公募 型（指 名型 ）プロ ポ ー ザル 方式 に つ いて 、

下記 の と おり 決 定 し まし た の で通 知 い た しま す 。  

 

記  

 

１． 審 査 結果  次 点 の 優 先 交 渉 権者 と して 選 定 さ れ まし た 。  

２． 評 価 結果  ○ ○ 点 /○ ○点 満 点  

３． そ  の  他  今 後 、優 先 交 渉権 者 と の 間で 契 約 に向 け た 協 議 及 び 手 続き が

調 わ な い 場合 に は 、 貴社 と の 間で 契 約 に 向け た 協 議及 び 手 続

きを 行 う こと が あ る こと を 申 し添 え ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

（問 合 せ 先）  

茨城 県 龍 ケ崎 市 3710 番 地  

龍ケ 崎 市 〇〇 部 〇 〇 課○ ○ グ ルー プ  担 当： 〇 〇  

TEL 0297-64-1111(内線 〇 〇 〇 ) 

FAX 0297-〇 〇 -〇 〇〇 〇  

E-mail 〇〇 〇 〇 @city.ryugasaki.lg.jp  

 

※ 参 考 様 式 のた め 、 必 要 に 応 じ 、適 宜 修正 し 、 使 用 して く ださ い 。  

mailto:〇〇〇〇@city.ryugasaki.lg.jp
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参考 様 式 ６ （ 優 先 交 渉権 者 又 は次 点 者 と して 選 定 され な か っ た者 ）  

龍  〇  第   号  

年   月   日  

 

       様  

 

龍ケ 崎 市 長      印  

 

公募型（指名型）プロポーザル方式企画提案審査結果通知書  

 

龍ケ 崎 市 〇〇 業 務 委 託に 係 る 公募 型（指 名型 ）プロ ポ ー ザル 方式 に つ いて 、

下記 の と おり 決 定 し まし た の で通 知 い た しま す 。  

 

記  

 

１． 審 査 結果  選 定 さ れ ま せ ん でし た 。  

２． 評 価 結果  ○ ○ 点 /○ ○点 満 点  

３ ． 理   由  （ 例 ） 審 査 等 の 結 果 、 他 者 を 優 先 交 渉 権 者 と し て 選 定 し たた

め。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 合 せ 先）  

茨城 県 龍 ケ崎 市 3710 番 地  

龍ケ 崎 市 〇〇 部 〇 〇 課○ ○ グ ルー プ  担 当： 〇 〇  

TEL 0297-64-1111(内線 〇 〇 〇 ) 

FAX 0297-〇 〇 -〇 〇〇 〇  

E-mail 〇〇 〇 〇 @city.ryugasaki.lg.jp  

 

※ 参 考 様 式 のた め 、 必 要 に 応 じ 、適 宜 修正 し 、 使 用 して く ださ い 。  

mailto:〇〇〇〇@city.ryugasaki.lg.jp
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プロポーザル方式フロー図（参考） 

実施要領、評価基準、選定委員会設置要綱の策定 

↓ 

契約審査会（実施要領等の審査） ※提案上限額による 

↓ 

公募型プロポーザル方式 指名型プロポーザル方式 

         ↓                    ↓ 

選定委員会による共有等 

         ↓                    ↓ 

実施要領の公表 参加指名通知 

      ↓（５日以上） 

質問の締め切り 

(１５(１０)日以上)           ↓（３日以内）     (１５(１０)日以上) 

質問の回答（公表） 

       

参加申込書等の提出期限 

         ↓ 

参加資格要件の審査  

         ↓（必要に応じ１次審査の実施）       （１０日以上） 

参加申込書審査結果通知書の通知  

         ↓（１０日以上） 

企画提案書の提出期限 

↓ 

企画提案の審査（プレゼンテーション等を含む） 

↓ 

優先交渉権者及び次点者の選定 

↓ 

契約審査会（優先交渉権者及び次点者の特定）※提案上限額による 

↓ 

審査結果の通知及び公表 

        ↓（仕様等の協議） 

契約手続き（随意契約） 

 


